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序　　　　　文

チリ共和国では産業経済の発展及びサンチャゴ首都圏への人口集中に伴い、自動車による大気

汚染、工場や家庭等による水質汚濁、廃棄物等の公害問題が顕在化し、環境問題に積極的な取り

組みを行う必要が生じてきた。このような状況の下、チリ共和国政府は環境問題に係る調査研究、

情報提供、人材育成等を行うチリ環境センター（CENMA）の設立を計画し、1992 年 10 月、我が

国に対してプロジェクト方式技術協力を要請してきた。

今般、協力開始から 4 年が経過したところで、国家環境委員会（CONAMA）からCENMA への

将来構想案が提出されました。本プロジェクトの今後の取り極め、及び将来構想案がどのような

背景及び方針の下に取りまとめられたのかを事情聴取するため、1999 年 6 月 26 日から 7 月 7 日ま

で外務省経済協力局技術協力課長補佐　佐藤　三郎氏を団長とする運営指導調査団を派遣した。

本報告書は、同調査団の調査及び協議結果を取りまとめたものであり、今後の本プロジェクト

の実施にあたり広く活用されることを願うものである。

ここに、本調査団にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を表する。

平成 11 年 8 月

国 際 協力事業団　　
社　会　開　発　協　力　部

部長　加藤　圭一　
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第 1 章　運営指導調査団派遣

1 － 1　運営指導調査団派遣の経緯と目的

チリ共和国（以下、「チリ」と記す）では産業・経済の発展及びサンチャゴ首都圏への人口集中

に伴い、自動車排気ガス等による大気汚染、工場排水及び家庭廃水による水質汚濁、廃棄物等の

公害問題が顕在化し、また、土壌浸食、自然環境の破壊が進行しており、環境問題に積極的な取

り組みを行う必要が生じてきた。このような状況の下で、チリ政府は環境問題に係る調査研究、情

報提供、人材育成、環境影響評価を行うチリ環境センター（CENMA）の設立を計画し、1992 年 10 月

に我が国に対して、プロジェクト方式技術協力を要請してきた。これを受けて、国際協力事業団

（JICA）は 1992 年 11 月に基礎調査、1994 年 3 月に事前調査、同年 8 月に長期調査、同年 10 月に

機材計画調査を行い、1995 年 1 月に実施協議調査団を派遣して討議議事録（R ／D）の署名を取り

交わし、同年 6 月から 5 年間の協力を開始した。

プロジェクト開始後 4 年が経過し、協力期間が残り 1 年となった現在時点において、国家環境

委員会（CONAMA）からCENMA の将来構想案が提出された。この構想案には、今後CONAMA

として CENMA に求める活動内容及びCONAMA が行う支援の概要についての記載があるととも

に、本プロジェクトが終了する 2000 年 5 月末以降も、日本政府からの支援継続に関心がある旨が

記載されている。しかしながら、当案は CENMA 財団の理事長であるチリ大学学長及び援助窓口

の国際協力庁（AGCI）の了解を得たものではない。

今後の本プロジェクトの取り扱い、特に現在の協力期間終了後の取り扱いについては、1999 年

12 月のチリ大統領選挙の前に予定されている終了時評価調査団での技術的評価を踏まえて決定さ

れるべきものである。しかしながら選挙を控えているチリの事情を考慮すると、終了時評価実施

前にチリ側に対して、本プロジェクトの実施体制上の問題点の改善及びこれまでの協力の整理等

について必要な指導・提言を行い、終了時評価に備えることが重要である。また、先方が提出し

てきた将来構想案がどのような背景及び方針の下に取りまとめられたのかをチリ側関係者から事

情聴取することが必要である。

これらの状況を踏まえ、終了時評価調査団の派遣前に、本プロジェクトについての政策的な協

議を行い、終了時評価までにチリ側が行うべき事項について双方が確認することを目的として本

調査団を派遣したものである。

主な調査項目は以下のとおりである。

（1）CONAMA から出されたCENMA の将来構想に関するレポート案の内容に関して、チリ側が

意図している事項の確認及び情報収集。

（2）CENMA の問題点の確認と終了時評価までにチリ側が行うべき事項の確認、及びチリ側への

問題改善の申し入れ。
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（3）長期専門家及びカウンターパート（C ／ P）に対して終了時評価までに行うべき事項の確認、

及び資料作成の依頼。

（4）上記確認事項についてのミニッツの作成。

1 － 2　調査団の構成

担　当�

団長／総括�

氏　名�

佐藤　三郎�

植弘　崇嗣�

協力政策� 田中　研一� 国際協力事業団国際協力専門員�

外務省経済協力局技術協力課課長補佐�

環境庁国立環境研究所国際共同研究官�

所　　　属�

村瀬　憲昭�協力企画� 国際協力事業団社会開発協力部社会開発協力第二課職員�

環境協力�
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1 － 3　調査日程

派遣期間：1999 年 6 月 26 日～ 7 月 7 日

成田着

金

（団長及び協力政策団員）
ダラス着
ダラス発（ JL5001）→

火

木

土

曜日

日

月日

水

火

月

30日

7月　1日

29日

28日

6日

27日

2日

6月26日

3日

4日

5日

土

月

日

12

資料整理

資料整理

（環境協力団員及び協力企画団員）
10：00～11：30　公共事業省河川総局（DGA）  
訪問 
15：30～17：00　首都圏水管理局（EMOS）訪問
17：30～18：30　日本人専門家との打合せ

　9：50～11：00　気象局（DMC）訪問
14：30～17：30　首都圏環境衛生局（SESMA）
 訪問 
17：30　JICAチリ事務所報告
サンチャゴ発（AA946）→ 

成田着

日順

10：00～13：30　ミニッツ協議、署名　於：CONAMA
13：30　チリ側主催カクテルパーティー　於：CONAMA
15：00　在チリ日本国大使館報告
16：00　JICAチリ事務所報告
団長及び協力政策団員のみサンチャゴ発（AA946）→

ダラス着
ダラス発（ JL5001）→

ダラス発（AA945）→

10：00～17：30　チリ側との協議　於：外交官養成所

移動及び業務

成田発　→　ダラス着（ JL046）

10：00～17：00　チリ側との協議　於：CENMA 
CENMA施設見学 

サンチャゴ着
11：00　在チリ日本国大使館表敬訪問
12：00　JICAチリ事務所打合せ
15：00　CONAMA表敬訪問
16：40　チリ大学表敬訪問

4

5

3

2

1

6

8

11

7日

10

9

水

7
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1 － 4　主要面談者

〔チリ側関係者〕

（1）国家環境委員会（CONAMA）

Rodrigo Egana 長　官

Alvaro Sapag 長官代行

Pablo Daud 環境影響評価部長

Patricia Matus 環境汚染対策企画・規制部長

Catherine Kenrick 国際協力部長

Teresa Soffia 国際協力部職員

Christian Stange プロジェクト担当

（2）チリ大学

Luis Riveros 学　長

Manuel Oyarzun 薬学部環境センター長

Gustavo Montes 対外プロジェクト担当部長

Andres Vergara 企画及びプロジェクト担当部長

（3）国際協力庁（AGCI）

Bernardino Sanhueza 法務室長

Carmen G. Marambio 二国間国際機関協力部長

Ma. Eugenia Moraga 国内機関調整部長

Arturo Vergara アジア－太平洋調整官

（4）公共事業省河川総局（DGA）

Humberto Pena 局　長

Monica Pardo 水資源保護課長

（5）首都圏水管理局（EMOS）

Ana Manriquez Forno アンデス山脈地域水源部長

Luis Hernandez 水処理プラント部長

David Silva 水処理プラントメンテナンス部長
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（6）気象局（DMC）

Myrna Araneda 気候・気象部次長

Oscar Silva 気象予想部次長

Jorge Carrsco 気象博士

（7）首都圏環境衛生局（SESMA）固定発生源監視プログラム（PROCEFF）事務所

Marta Araneda PROCEFF 事務所長

Victor Barrios PROCEFF 調整官

Ignacio Olaeta 大気質監視プログラム担当課長

（8）チリ環境センター（CENMA）

Juan Escudero センター長

Regina Massai 企画部長

Pablo Ulriksen 大気質及び気象プロジェクト部長

Ana Maria Sancha 産業廃水プロジェクト部長

Jose Arellano 産業廃棄物プロジェクト部長

Roberto Corvalan 大気汚染発生源インベントリープロジェクト部長

Pablo Richter ラボラトリー長

〔日本側関係者〕

（1）チリ環境センタープロジェクト専門家

乙間　末廣 チーフアドバイザー

外山　孝 業務調整

鈴木　隆史 産業廃水担当専門家

江口　芳夫 産業廃棄物担当専門家

伊藤　正志 大気汚染管理担当専門家

（2）JICA チリ事務所

村上　正博 所　長

会田　孝一 次　長

吉田　英之 所　員

小林　としみ 所　員

安井　恭子 通　訳
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第 2 章　プロジェクトの実績と現状

2 － 1　実績と現状の総括

（1）国家環境委員会（CONAMA）の見解

チリ環境センター（CENMA）プロジェクトの実施体制に関して、CONAMA のエガーニャ

長官、Matus 企画部長と話し合った内容は以下のとおりである。

現政府は公的な調査研究機関のエージェンシー化を進めており、CENMA についても従来

どおり CONAMA に取り込むのではなく、チリ大学が設立した財団法人の形態で CENMA の

運営を継続する。なお、運営のあり方についてはＲ／Ｄをまとめる際に検討したように、

CONAMA が主導していく方策をチリ大学側に提案し、協議を進める。

（2）チリ大学の見解

チリ大学のリヴェロス学長及びチリ大学関係者との協議の要旨は以下のとおりである。

CENMA の運営については、活動を本格化させる重要な時期を迎えており、CONAMA から

の資金的支援体制の継続が不可欠である。なお、プロジェクトの運営についてCENMA 財団

理事会に CONAMA の代表者が入る体制を財団法人の規定改正により整える。

（3）概　要

 CENMA の主な機能・活動は、大別して

①　高度な技術水準を有するレファレンスラボラトリー機能を有する環境計測実験室

②　CONAMA 等の委託などに対応して行うコンサルティング

③　他機関の環境関連分野職員の研修

があるが、JICA の協力対象としては当初より①及び③が重要視されていたものと思われる。

しかし、レファレンスラボラトリー機能に関しては、チリ側が用意することとなっていた

実験室の整備が本プロジェクト開始時より 2 年以上遅れるという制約条件、また、レファレ

ンスラボラトリー機能は測定機器に係る単なる技術移転だけでは実現できず、環境計測につ

いての科学的側面を理解し研究活動を実施できる人的体制を構築しなくてはならないなどの

点から、現時点では十分な達成度に到達していない。特に、チリにおける環境計測分野に関

する高等教育の現状をかんがみると、優れた人材の確保と彼らに対する高度な技術移転及び

研修を実施するには、かなりの時間を要するものと考えるべきである。

このためには、チリ側 C ／ P のレベルの向上に関する継続的なフォローアップの充実を図

る必要があるが、この点に関して、長期専門家から「姉妹研究所」構想が提示された。日本国

内の数か所の環境関連研究機関等を「姉妹研究所」として選定し、長期専門家の派遣やC ／ P
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研修などで便宜を図ってもらい、CENMA とのより密接な関係を構築することで、継続的な

フォローアップ体制を確保しようというものである。日本国内の諸省庁、地方公共団体、及

び環境関連研究機関の合意・協力が必要とされるが、実現できれば非常に有効なシステムと

なる可能性が高い。

また、当初の CENMA のラボラトリー組織が大気・水質・廃棄物と対象問題別に構成され

ており、CENMA の人的構成規模からみて、環境計測全般に関する知識の共有や測定機器の活

用などの点で、必ずしも有効に働いていなかった点もある。この点に関しては、従来の問題

点を克服すべく、実効的に新しい組織体制を整える試みが実行されている。

一方、コンサルティング関連の活動については、本プロジェクト開始以来約 4 年間、チリ側

が人材及び資金的にも重点的に取り組んできたこともあり、プロジェクト当初の目標に対す

る達成度はかなり高いと思われる。

この種の活動はCONAMA からの要請もかなり見込まれることもあり、CENMA において今

後も継続して実施されていくもの考えられる。一方、チリ政府は「小さな政府」を原則として

おり、CENMA が今後とも非政府機関として存在することは避けられない。この点から、

CENMA において実施するコンサルティング活動として、CENMA 実験室から得られる高度な

環境データを利用して内容を高度化するなど、他の民間機関との差別化が課題となろう。

研修活動については、現時点ではその萌芽がやっとみえてきたというところである。特に

レファレンスラボラトリー・環境計測分野に関しては、CENMA 自体の能力の向上がなけれ

ば構想のみで終わってしまう可能性もあるため、チリ国内における環境計測に関連する機関

が少数に限られている現状を改革していく必要があろう。無償機材関連で訪れた水関連の測

定をしている公共事業省河川総局（DGA）のラボラトリーが、チリ全国から試料を収集して

一手に分析しているという話であった。しかし、北部の鉱業地域の廃水問題と、サンチャゴ

首都圏の生活排水問題では測定すべき水質項目も大きく異なるなど、環境問題の深刻化（必ず

しも汚染の深刻化ではなく、住民の意識の向上によるものも含め）に伴い、測定すべき試料が

多くなるであろうことを考えると、環境測定機関の複数化・地域分散化は不可避と思われる。

この場合、レファレンスラボラトリーとしての CENMA の存在意義は非常に高い。

ある程度の進展をみせているコンサルティング関連においても、一部、環境影響評価に係

る研修を開始すべく現在検討中であるが、本格的な研修についてはこれから立ち上げる段階

と思われる。

研修活動を発展させるためには、実験室及びコンサルティングの能力を確保するだけでは

不十分であり、研修に係る専門家を比較的長期間にわたって派遣し、チリ側 C ／ P を育てる

ことが不可欠である。

また、初期に設定したR／D の項目について、その後のチリ側政策の流れのなかで、他省庁
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が取り組むなど、CENMA（あるいは CONAMA）における活動のなかで重要性が大きくなく

なったものもあり、これらについては、日本側も検討する必要があろう。

2 － 2　各協力分野の達成度

各長期専門家から提出されている「R ／D 活動項目達成度の現況」の個表（「付属資料 3．各協力

分野の達成度」参照）をベースに、各分野について簡単に記述する。

（1）大気汚染予測

多くの項目で目標達成度が高い。気象観測項目についてはチリ気象局（DMC）の協力を得て

CENMA でオンラインでデータ収集できるとともに、首都圏環境衛生局（SESMA）により運

用されているサンチャゴ市内 8 か所の大気汚染自動モニタリングサイトのデータもオンライ

ンで収集できている。これらのデータは、CONAMA による汚染警報の発令に大きく寄与して

いる。

一方、大気汚染シミュレーションモデルに関しては、CONAMA が第三国からのソフトウェ

アを利用する方針を打ち出しており、今後の対応は検討を要すると思われる。

また、本プロジェクト直接の案件ではないが、クリスマス島における高層気象観測用に無

償供与された機材について問題が生じている（詳細は「付属資料 6」参照）。

（2）産業廃水処理

首都圏の水質モニタリング関連の調査・検討、水質分析手法に係る調査・検討、及び産業廃

水の排出実態調査については、ほぼ目標を達成できる。水質測定に係る実験室レベルでの目

標達成度は重金属関連はほぼ満足しているが、その他の有害化学物質（主として有機物）に関

しては、着手した段階である。環境水質モニタリングシステムについては、現段階では遅れ

ているが、DGA との協力関係が蓄積されつつあり、今後改善が進むものと思われる。

一方、業種ごとの廃水処理技術、あるいは個別排出源の実データ取得に関しては、

CONAMA がその担当官庁でないこともあって、チリ側からの要望も少なく、目標達成度は非

常に低い。今後、この分野を JICA の協力項目として維持するべきかどうかは検討を要する。

（3）産業廃棄物管理

R ／ D 項目の達成に不可欠な実験室系の C ／ P の張り付けについては、以前に比べて改善

されつつあるが、C ／ P の質的な問題及び張り付けられた時期の遅れなど、今後更に解決すべ

きことが多々ある。

また、廃棄物に関する分析法などCONAMA の担当ではないR ／D の項目に関しては、今
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後の担当省庁の動きを待っているものもあり、このような項目に対する、CENMA の対応を検

討する必要がある。CENMA の分析ラボラトリーの能力が高度になれば、CONAMA 担当外の

対象に対しても CENMA の発言権・貢献を大きなものとすることも可能であろう。

（4）大気汚染管理

汚染排出物（特に固定発生源）の特徴づけについては、実験室に依存しない項目であること

もあり、ほぼ目標を達成できている。また、有害化学物質を主とする大気汚染物質の測定に

関する検討については、おおむね目標の 8 割程度を達成できると思われるが、これまでチリ

側 C／P の人員が十分でなかったなど、今後一層の改善が望まれる。

大気汚染自動測定器による常時モニタリングについては、サンチャゴ首都圏については

SESMA が担当しており、CENMA は同じ仕様の移動型測定システムを保有している。これら

の測器から得られるデータの解析評価を最終目的とするべきであるが、現状は測器の最小限

の維持管理を行っている段階である。

排出削減計画関連では、我が国の規制の現状や対策技術の紹介に関しては既に実施されて

いるが、対策技術マニュアルに関しては CONAMA の担当外であるようで、チリ側の具体的

な要望がなく実施されていない。

2 － 3　CENMA の将来構想案について

（1）将来構想案全体について

CENMA プロジェクトは 1995 年のスタート以来 4 年目の年が終了し、プロジェクト方式技

術協力 5 年目の最終年度を迎えている。このような状況のなかで運営指導調査団の派遣に際

して、チリ側はCONAMA のエガーニャ長官が署名したCENMA の将来構想に関する文書（付

属資料 5 参照）を作成した。本構想案について、今後の研修計画案に関する情報も踏まえたう

えで、以下に運営指導調査で判明した点について述べる。

1）CENMA の将来構想について

CONAMA のエガーニャ長官から本文書の骨子についての説明があった。要旨は以下の3 点

である。

ａ）現チリ政府の方針としてCENMA をCONAMA に取り込むのではなく、従来どおりチリ

大学が設立した財団の形態で CENMA の運営を継続する。なお、運営のあり方について

は、今後CONAMA の代表を CENMA 財団理事会に参画できるようチリ大学側と体制整

備を行う。

ｂ）CENMA をレファレンスラボラトリーとして運用できる体制を確立するにあたって、国

際的な認証（ISO25）を獲得する方向で整備を進める。
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ｃ）2000 年末（チリ政府としての公式な資金の投入期限）以降についてはCONAMA が必要

と考える活動プログラムについて、長期的な運営を行うための視点は不可欠である。しか

しながら、少なくとも自分の任期中に最大限努力する方策として、2001 年以降の 3 年間

についてCENMA と協定を取り決めたうえで、財務省と協議し継続してCENMA 活動資

金を確保する。

（注）1999 年末に大統領選挙を控えた現時点において、エガーニャ長官としては次期

CONAMA の新体制にCENMA の中長期運営体制を託すとしており、上記の資金支援案

は、CENMA 活動の離陸時期における 2003 年までの橋渡しと位置づけている。

（2）CONAMA が CENMA に期待する活動項目について

CONAMA からの要望は広範多岐にわたっており、CENMA の将来像を固めたうえでないと、

各個別の要望を CENMA が実現できるか、それに対する日本側の協力が相応しいかを評価す

ることは不可能であるとの認識を、長期専門家と共有した。

日本側長期専門家の共通した疑問点は、「将来CENMA を単なるコンサルタントとするので

は、これまでに行った日本側の協力が有効に役立ったといえるのか」というものであり、

「CENMA の将来像としては、レファレンスラボラトリーを中核的な活動とすることをめざす

べきである」というのが共通した意見であった。

この観点からみると、ラボラトリー活動に対するチリ側の対応がこの半年程度で大きく変

化してきているようである。従来は、いわゆる「コンサルタント的業務」に重点的に人材と資

金を投入し「ラボラトリー業務」に対しては特に人材の張り付けが不十分であったが、このと

ころ「ラボラトリー業務」に対しても人材を張り付けるようになってきている。この傾向が今

後も定着するとすれば、ラボラトリー関連の活動がより強化され、CONAMA の要望のうちラ

ボラトリー関連のものは実現可能なものが多くなるであろう。その場合、日本側の協力すべ

き、あるいは協力できる項目も少なからず出てくるであろうというのが、専門家の共通の認

識であった。

また、「レファレンスラボラトリー」だけが存在しても「参照してくれる機関」がなくては

意味がないので、官民を問わず環境測定関連の機関をチリ国内に産み出すような方策を実現

するよう CONAMA に対して働きかける必要性があると思われる。これは、国民の環境問題

に対する認識の深まりとともに、環境測定の量・質両面での飛躍的な高度化が必要となるこ

とを、例えば CENMA の測定データを基にしてCONAMA に働きかけるような活動を通して

実現を図る必要があろう。

他省庁の分析機関との関係においては、既に先行している SESMA やDGA などの分析機関

との協力関係をより密接にするとともに、測定項目や測定地域などでこれらの機関と棲み分
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けるなどの方策も必要であろう。

一方、「コンサルタント的業務」に関しては、前記したように、内容の高度化による他の民

間機関との差別化を進めない限り、CENMA を特別扱いし続けることは困難であろうと思わ

れる。したがって、今後は「ラボラトリー業務」から産み出される固有の環境測定データを基

とする分野に特化していくことが必要であろう。この場合、日本側として協力できる項目も、

もちろんあると思われる。

2 － 4　無償資金協力で供与された機材の状況について

（1）概　要

チリには、CENMA についての技術協力プロジェクトとは別に、無償資金協力で主として環

境測定機材が供与されている（「付属資料 5. CENMA 将来構想案」参照）。チリ側の窓口はプロ

ジェクトと同様にCONAMA であるが、供与されている組織は、CENMA 以外にSESMA、DMC、

DGA、首都圏水管理局（EMOS）の 4 機関である。

各機関は総じて、機材の無償供与に対して日本側に感謝の意を表明し、供与された機材を

できるだけ有効に利用するため各種の努力をしていることが見て取れた。また、CENMA との

協力についても積極的に行いたい旨の対応であった。

一方、供与ルートが複数の商社等の仲介や、CONAMA 経由などと複雑であり、また機材に

第三国製のものが多い点などから、故障時対応やメンテナンス部品の入手に関しては、各機

関は対応の改善を望んでいることが分かった。特に、CONAMA 経由で上申した書類が、JICA

チリ事務所にも受け渡されていない例もあるように思われ、情報の連絡体制の確認が不可欠

であろう。また、無償供与の JICA 側担当窓口である JICA チリ事務所としても、事情聴取を

実施するなど更なる積極的な対応を期待したい。

（2）個別案件

問題点のある個別案件は以下のとおりである。

各機関とも、前述したように、CENMA ／CONAMA との協力については積極的に対応しよ

うとしているので、問題点を放置し続けるのは今後の協力体制の発展にとって障害になる可

能性を否定できない。できるだけ速く対応策をとることが望ましい。

1）NOx 計2 台（CENMA）

SESMA のものと同様に感度変動が大きく、フィールドでの自動測定には使えない。米国

の製造会社が機材の修理を検討しており、製造会社の対応結果を待っている状況である。

2）NOx 計 7 台（SESMA）

CENMA 所有の機材と同様の問題があり、使用されていない。SESMA は機材をCONAMA
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に送り返し、SESMA の予算で新たに 2 台購入した。これら 2 台は、現在問題となっている

7 台の製造会社とは別の会社であり、既に SESMA の予算で購入した 1 台も含めて 3 台で、

NOx の測定が行われている。現在修理が検討されているNOx 計 7 台については、SESMA

担当者から修理が完了しても今のところ引き取る予定はないとの返答があった。

NOx 計の納入に関しては、SESMA 側が従来から使用していた機器の更新を望んだのに対

して、別メーカーの機器が選定・納入されたという経緯がある。上記のとおり CENMA に

おいても通常の使用ができない状態なので、製品そのものに問題があるといわざるを得な

い。　

3）高層気象観測用バルーン充填用水素発生器 1 台（DMC）

無償機材導入設計時には、おそらく、電気・水等のユーティリティーが十分に利用できな

いサイトで水素を発生させるべく、酸と金属を用いた化学的水素発生装置を導入すること

としたものと思われる。この機器を扱うチリ側の担当者は、化学に十分な知見がない者で

あると思われ、バルブ系に対する酸による腐食等についての十分な注意ができない環境で

使われる結果、数か月でバルブ系が故障する結果となっている。これは、一度修理したあ

ともほぼ同期間で同様の症状が出ていることから、今後修理を繰り返しても、同様の結果

になると思われる。DMC では、別種の水素発生装置を次年度の予算要求に盛り込んでいる

としていたが、新規機材購入の可否については今のところ未定である。

現時点で設計をし直せば、電気分解型水素発生装置や、あるいは水素ボンベを持ち込む

等の結論が得られたかもしれず、今後の検討が必要である。

4）可搬型サンプリングポンプ 7 台（DGA）

無償供与された機材の利用にあたっては、保険を掛けることとなっているが、本機器は

自動的に採水を行うものであり、フィールドにおいて利用する場合が多い。しかしながら、

チリにおいてはフィールドに設置した機材に対して、保険契約を受けてくれる保険会社が

なく、機器そのものの故障があるわけではないが、供与された 10 台の機材のうち 7 台が

フィールドに持ち出せない状態となっている。何らかの特例措置があれば、有効利用され

るものと思われる。

5）全炭酸（TOC）分析計（EMOS）

首都圏に飲料水を供給している採水サイトのひとつに設置された自動水質監視装置に含

まれる TOC 計が故障しており、データ取得が不可能な状況であった。以前に、落雷に起因

すると思われる事故で監視装置の多くの部分がダメージを受けたが、株式会社ヤナコニュー

サイエンス（日本）から技術者が修理に訪れ、一度正常に回復し、その後EMOS 側も電源の

強化など対策をとったとのことであった。自動水質監視装置はしっかりした建家の中に設

置され、建家も川辺の斜面中途に存在するなど、一見したところ落雷の直撃を受けること



─ 13 ─

は少なそうな場所である。このことから、落雷事故も電源からの回り込みの可能性が高い

と思われる。その後、TOC 計だけが故障して現在に至っている。

TOC 計の故障状況は、CONAMA 経由で書類は提出済みとのことであったが、その後

CONAMA でどのような対応がとられたかは不明である。本調査団からは、前回修理に訪れ

た㈱ヤナコニューサイエンスの技術者と直接コンタクトをとることを提言した。
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第 3 章　調査結果

本調査団は、1999 年 6 月 28 日より 7 月 1 日までエガーニャ国家環境委員会（CONAMA）長官及

びリベロス・チリ大学長（チリ環境センター：CENMA はチリ大学の財団により運営されている）

と会談したほか、CENMA 関係者等との協議及びCENMA 施設の視察を行うとともに、7 月 1 日に

チリ側との間で調査結果内容の確認等に関するミニッツの署名を行った。

また、7 月 2 日及び 5 日は無償資金協力で供与された機材が納入されているCENMA 関係機関を

訪問し、各機材の稼働状況を中心に確認するとともに、各機関の活動内容の説明を受けた。これ

ら調査結果の要点は以下のとおりである。

（1）チリ側との協議結果要約

調査団からは、R ／ D に記載された協力分野のなかには、チリ側から活動予算が十分に手

当されていなかったり、C ／ P の配置が十分でないために、当初の目標に到達していない項目

が多く、本プロジェクトを成功裏に運営していくためには、今後、予算手当や CENMA の運

営組織のあり方等について改善すべき点があることをチリ側に伝えた。

これに対し、チリ側（チリ大学及び CONAMA）は次のとおり述べた。本プロジェクトは、

R ／D 署名（1995 年 1 月）後 2 年たってプロジェクト施設が完成（1997 年 1 月）したこともあ

り、全般的にプロジェクトの立ち上げ、特にラボラトリー活動の開始が遅れた。しかしなが

らCENMA としては、1997 年よりラボラトリーに対する予算を十分配分するように、また

C ／ P も十分な人数を確保するように努めている。CENMA は学術面のみならず、チリの環境

行政に大きな支援を与える機関として大変重要である。チリ側としてもCENMA の活動資金

の確保や運営のあり方について改善すべき点があると認識している。ごく最近 CONAMA と

チリ大学は共同で CENMA の将来計画を作成した。CENMA は将来的に自らのサービスの提

供により資金が確保できる能力を身につけるべきと思うが、本プロジェクトが延長されれば、

今後少なくとも 3 年間は、CENMA が自立した機関となるための移行期間として位置づけ、そ

の間、CENMA の活動資金はチリ政府（CONAMA）が支援する予定である。将来的にCENMA

が自立し、安定できるように日本からの援助を継続し、現在のプロジェクトの延長を強く希

望する。

調査団とチリ側との間で以下のプロジェクトの問題点を確認した。

①　R ／D の活動項目のなかで、各協力分野のラボラトリー活動、並びに研修活動等プロジェ

クト協力期間内に達成が困難な項目がある。

②　現在CONAMA とチリ大学との間の協定に基づいて、CENMA の活動に対してCONAMA

から財政的支援が行われているが、2000 年末でこの協定が切れる予定である。その後の
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CENMA への財政支援計画が明確に確立されていない。

上記問題点の改善策として、調査団とチリ側との間で以下の点を合意した。

①　CENMA 財団理事会は、CONAMA の代表を同財団理事会のメンバーとして参加させるこ

ととする。また、CENMA の顧問委員会やCENMA 運営委員会にもCONAMA の関係者を参

加させる方向で今後CONAMA とチリ大学との間で協議を進める。これにより、CONAMA

とCENMA の関係が緊密になり、CONAMA の意思がCENMA の運営に反映できることとな

る。

②　チリ側は、終了時評価調査団派遣までに CENMA を自立した高い技術レベルをもつ機関

とするための改善計画（財政支援策を含む）を策定する。

③　将来的にCENMA をレファレンスラボラトリーとして運用できる体制を確立するため、国

際的な認証（ISO25）を獲得する方向で整備を進める。

④　R ／ D の活動項目のなかで、協力期間内で達成が難しい項目については、引き続き達成

できるよう努力する。

なお、調査団より、プロジェクトの延長に関しては、終了時評価調査の結果を踏まえて検討

されるものであるが、終了時評価調査団によって、R ／ D 未達成部分について引き続き協力を

継続する必要があると判断され、かつ同調査団の訪問時までに、今回チリ側が示したプロジェ

クト実施上の改善策をチリ側関係機関が実行に移すのであれば、今後のプロジェクトの延長を

前向きに検討することが望ましい旨、日本側関係者に伝達するとチリ側に伝えた。

（2）終了時評価調査団の派遣時期

チリ側からは 12 月に大統領選挙が予定されているため、選挙前の 10 ～ 11 月に調査団を派

遣してほしいとの要望が出された。日本及びチリ側双方の準備期間を勘案して、終了時評価

調査団は 11 月上旬の派遣が望ましいと思われる。

（3）無償資金協力で供与された機材の状況

無償資金協力によって機材供与が行われた組織は、CENMA 以外に首都圏衛生局（SESMA）、

気象局（DMC）、公共事業省河川総局（DGA）、首都圏水管理局（EMOS）の 4 機関である。

供与された機材の多くは有効に活用され、そこから得られたデータの一部は CENMA でも

利用されていることが確認された。しかしながら、CENMA 及び SESMA に供与されたNOx

計、DMC に供与された高層気象観測用バルーン充填用水素発生器、DGA に供与された可搬型

サンプリングポンプ、EMOS に供与された全炭酸（TOC）分析計が、故障等の問題で使用され

ておらず、それら機材からのデータも入手不可能で、CENMA の活動にも影響を及ぼしている
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ことが明らかになった。

これら機材の問題については、チリ事務所及び無償資金協力部準備室に現状を伝え、対応

策について検討することとした。
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第 4 章　今後の計画

4 － 1　今後の CENMA のあり方

CONAMA のエガーニャ長官としては、現状においてCENMA に対する予算確保については、自

分の任期中に最大限の努力をしたいとの意向である。5 年間の R ／ D に記載された内容を実施す

ることが重要であるので、建物の改装の遅れなどから実質的には 1998 年からラボラトリー活動が

本格化しつつあることを考えると、チリ側（国家環境委員会：CONAMA とチリ大学）の調整を促

したうえで、エガーニャ長官が希望している 11 月に終了時評価調査団の派遣が望ましい。今回の

運営指導調査団はCONAMA とチリ大学間の実質的な協議を誘導する潤滑剤の役割を果たしたが、

終了時評価調査団の派遣までにチリ側関係機関で調整が必要となる項目は以下のとおりである。

（1）R ／ D 記載の内容と現状の差に関する情報（特にラボラトリー活動の内容と人員配置）

ラボラトリーへの人材配置に関しては運営指導調査団の受入れに際して前向きにチリ側が

対応しつつある。

（2）CONAMA が提案している長期的な活動内容並びに向こう 3 年間の活動プログラムの内容確

認（CONAMA が希望している調査分析、環境研修内容について）　

（3）2001 年以降の 3 年間の予算措置の具体策（2000 年の新政権発足後のCONAMA の　活動予

算の獲得について）

（4）CENMA 財団理事会へのCONAMA 代表の参画の具体策

これらの項目については、終了時評価調査団の受け入れ時期までに、チリ側関係機関は具体的

な調整作業を進め、R ／D の記載内容における現状との差については JICA 専門家チームとの協議

を進めていくこととなった。活動が本格化し始めたラボラトリーで働いている優秀なスタッフの

なかには、チリ環境センター（CENMA）の今後の運営と自分自身の雇用不安を抱えている人も少

なくない。これまでのような優先プログラムに偏った雇用体系を見直していき、ラボラトリー活

動に優秀な人材を公募で採用・配置するような適材適所の考え方を更に促していく必要がある。こ

れまでにチリ側並びに日本側が投入してきた資金は、現時点におけるCENMA 活動において成果

をあげつつある。CENMA のなかで特に熱意のある優秀な人材をプロジェクト終了後に失わない

ようにするためにも、今回の運営指導調査で協議確認した項目について CONAMA 長官、チリ大

学学長並びに国際協力庁（AGCI）長官など先方機関の最高責任者が政策レベルの要点を相互に認

識する機会をもつことが更に望まれる。

CENMA の運営に関して短期的あるいは対症療法的な対応策の検討も現実には必要となる。し

かしながら、長期的な観点に立った CENMA 活動の基本方針について、運営指導調査団との協議

結果を踏まえてチリ側関係機関が実質的な協議を継続し、終了時評価調査団の派遣までに具体策
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の提示が図られるよう支援していくことが必要である。

4 － 2　今後のスケジュールについて

本調査団とチリ側との協議のなかで、チリ側から 12 月に大統領選挙が予定されていることもあ

り、終了時評価調査団は、遅くとも 11 月上旬に派遣してほしいとの提案があった。本調査団とチ

リ側双方において合意された事項（「付属資料 1．ミニッツ」参照）は、チリ側が前向きに取り組ん

でいることが確認される必要があるが、この点については適宜 JICA チリ事務所及びプロジェクト

から情報を収集し、現在のところ、チリ側の提案に基づいて 11 月上旬に終了時評価調査団を派遣

することとしたい。

　

4 － 3　調査団所感

（1）本プロジェクトの関係機関（CONAMA、チリ大学、CENMA）は、以前ほとんどお互いに連

絡を取り合うことがなく、組織間における情報のシェア及び調整不足の傾向にあった。しか

しながら今般本調査団を迎えるにあたって、チリ側関係機関はかなり頻繁に協議を重ね、準

備を進めてきた様子がうかがわれた。このように、本調査団の派遣がチリ側関係機関の関係

緊密化の橋渡し役になったことは、今後のプロジェクトの運営改善にとって大きな収穫であっ

たと思われる。

（2）チリ側は、調査団からのCENMA の予算確保、運営体制、及び将来のあり方等に関する問

題提起を受けて、今般CENMA における将来のビジョンに関するペーパーを作成し、日本側

に提出してきた。このペーパーにおいて、2000 年から 2003 年までをCENMA が将来的に自

立していく移行期間として位置づけ、その間の CONAMA による財政支援を確約するととも

に、組織運営のあり方についても具体的な改善策を打ち出している。

（3）調査団としては、今回チリ側が本調査団に対し示した熱心で真摯な対応ぶりを高く評価す

るものであり、今後派遣が予定されている終了時評価チームにより、R ／D 未達成部分につ

いて引き続き協力を継続する必要があると判断される。同調査団訪問時までに、今回チリ側

が示したプロジェクト実施上の改善策について、チリ側関係機関が実行に移すのであれば、今

後のプロジェクトの延長の可能性について前向きに検討することが望ましい。



付　属　資　料

1．ミニッツ

2．CONAMA －チリ大学の CENMA2000 年についてのビジョン（西文、仮和訳）

3．各協力分野の達成度

4．供与機材利用・管理状況一覧表

5．CENMA 将来構想案（西文、和文）

6．無償資金協力で供与された機材の利用・管理状況一覧表
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